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 組合が次の各号の一に該当するとき、知事は組合の解散を命ずることができる。 
 １ 組合が次の要件を備えなくなったとき。 

（１）営利を目的としないこと 
（２）組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 
（３）組合員の議決権及び選挙権が平等であること。 
２ 組合員総数が、その地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の３分の２に満たなくなったとき。 
３ その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められるとき。 
 
 
 
 

  

対 応

区分 
① 聴聞の実施（公開） 
２ 弁明の機会の付与 
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